
手続講習 第３回
令和８年２月８日

健康保険の手続きを学ぼう
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太田 恵美



本日の講習

主な内容
• 健康保険の主な給付について
• 出産・育児休業について
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健康保険の主な給付
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傷病手当金
被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金

条件をすべて満たすと
休んだ日に対して４日
目から支給される！
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連続３日の休
みがポイント

医師の労務不能の診断
があれば、待期期間に
ついては、有給休暇や
公休日も含みます。

5



１日あたりの支給金額
傷病手当金の１日あたり支給額例
①傷病手当金の支給開始日：令和７年１２月１日
②標準報酬月額

令和７年１月～令和７年６月 １６万
令和７年７月～令和７年１２月 １８万

③②の額を平均した額
（１６万×６＋１８万×６）÷１２＝１７万

④③の額の３０分の１に相当する額
１７万÷３０≒５，６７０円
※１０円未満四捨五入

⑤傷病手当金の１日あたりの支給額
５，６７０円×３分の２＝３，７８０円
※１円未満四捨五入

支給開始日 令和07年12月1日 ←待期期間の３日間は除く

平均標準報酬月額 標準報酬計

令和7年12月令和7年11月令和7年10月 令和7年9月 令和7年8月 令和7年7月 令和7年6月 令和7年5月 令和7年4月 令和7年3月 令和7年2月 令和7年1月

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

★総支給額の算出
１日単価 支給日数 支給額

3,780 0
× ＝

支給開始日以前12か月（傷病手当金の計算のもとになるのは、支給開始日以前１２か月間の各月の標準報酬月額）

170,000 2,040,000

※支給額については、参考値として伝えましょう！
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例：通勤手当２万円/月が減額されない場合

支給開始日 令和07年12月1日 ←待期期間の３日間は除く

平均標準報酬月額 標準報酬計

令和7年12月令和7年11月令和7年10月 令和7年9月 令和7年8月 令和7年7月 令和7年6月 令和7年5月 令和7年4月 令和7年3月 令和7年2月 令和7年1月

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

★調整額の算出

手当 暦日 手当日額

20,000 31 645 ※1円未満切上げ

↑欠勤控除しない手当がある場合入力 例：通勤手当、住宅手当、役職手当等

★調整後の１日あたりの傷病手当金の算出

原則の支給日額 手当日額 調整後の支給日額

3,780 645 3,135

★総支給額の算出

１日単価 支給日数 支給額

3,135 0

支給開始日以前12か月（傷病手当金の計算のもとになるのは、支給開始日以前１２か月間の各月の標準報酬月額）

170,000 2,040,000

× ＝

÷ ＝

- ＝
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１日あたりの支給金額の例外
支給開始日以前の期間が１２か月に満たない場合

支給開始日の属する月以前 の各月の標準
報酬月額の平均

前年度９月３０日における全被保険者の
標準報酬月額の平均（※）

または いずれか低い方を使って計算する

30万円（※）：支給開始日が令和7年3月31日以前の方
32万円（※）：支給開始日が令和7年4月1日以降の方

※支給開始日以前の12か月以内で事業所に変更があった場合や、定年再雇用等で資格情報のお知らせ等に記載さ
れている番号に変更があった場合、健康保険加入状況等申告書という書類を添付する必要があるので注意！
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支給期間

↑出勤して受給しない期間があれば、その分は繰り越される

支給日数は、暦日で計算します！
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具体例

• 支給開始日が令和７年１２月１日の場合
⇒１年６か月後：令和９年５月３１日
⇒暦日数は５４７日

この日数が傷病手当金の総支給可能日数となる。
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具体例

• 支給開始日が令和７年１２月１日の場合
⇒１年６か月後：令和９年５月３１日
⇒暦日数は５４７日

Ｑ．途中、令和９年５月１日から５月３１日は出勤できたとする。
この場合の、支給満了日は？

⇒令和９年７月１日
※働いた期間があれば、その分、満了日を後ろにずらす
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問① 計算してみよう

• 令和６年１１月１日支給開始
• 標準報酬月額

令和５年１２月～令和６年８月まで２８万
令和６年９月～令和６年１１月まで３２万

• 支給日数１２日の場合
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問① 答え
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支給開始日 令和06年11月1日 ←待期期間の３日間は除く

平均標準報酬月額 標準報酬計

2024年11月 2024年10月 2024年9月 2024年8月 2024年7月 2024年6月 2024年5月 2024年4月 2024年3月 2024年2月 2024年1月 2023年12月

320,000 320,000 320,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

★標準報酬日額の算出

標準報酬月額 固定値 概算 標準報酬日額

290000 30 9666.666667 9,670 ※10円未満四捨五入

↑端数処理せず

★１日あたりの傷病手当金の算出

標準報酬日額 固定値 概算 支給日額

9,670 2/3 6446.666667 6,447 ※１円未満四捨五入

★調整額の算出

手当 暦日 手当日額

30 0

↑欠勤控除しない手当がある場合入力 例：通勤手当、住宅手当、役職手当等

★調整後の１日あたりの傷病手当金の算出

原則の支給日額 手当日額 調整後の支給日額

6,447 0 6,447

★総支給額の算出

１日単価 支給日数 支給額

6,447 12 77,364

支給開始日以前12か月（傷病手当金の計算のもとになるのは、支給開始日以前１２か月間の各月の標準報酬月額）

290,000 3,480,000

÷ ＝ ≒

× ＝ ≒

× ＝

- ＝

÷ ＝



問② 計算してみよう

• 令和６年１１月１日支給開始
• 標準報酬月額

令和５年１２月～令和６年８月まで２８万
令和６年９月～令和６年１１月まで３２万

• 支給日数１２日の場合
• 通勤手当１万円/月が減額されない場合
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問② 答え
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支給開始日 令和06年11月1日 ←待期期間の３日間は除く

平均標準報酬月額 標準報酬計

2024年11月 2024年10月 2024年9月 2024年8月 2024年7月 2024年6月 2024年5月 2024年4月 2024年3月 2024年2月 2024年1月 2023年12月

320,000 320,000 320,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

★標準報酬日額の算出

標準報酬月額 固定値 概算 標準報酬日額

290000 30 9666.666667 9,670 ※10円未満四捨五入

↑端数処理せず

★１日あたりの傷病手当金の算出

標準報酬日額 固定値 概算 支給日額

9,670 2/3 6446.666667 6,447 ※１円未満四捨五入

★調整額の算出

手当 暦日 手当日額

10,000 30 333

↑欠勤控除しない手当がある場合入力 例：通勤手当、住宅手当、役職手当等

★調整後の１日あたりの傷病手当金の算出

原則の支給日額 手当日額 調整後の支給日額

6,447 333 6,114

★総支給額の算出

１日単価 支給日数 支給額

6,114 12 73,364

支給開始日以前12か月（傷病手当金の計算のもとになるのは、支給開始日以前１２か月間の各月の標準報酬月額）

290,000 3,480,000

÷ ＝ ≒

× ＝ ≒

× ＝

- ＝

÷ ＝
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資格情報のお知らせ等に記載されている
記号・番号を記入
※マイナンバーは記号番号がわかる場合
記入不要

口座は本人名義の口座 例外として預貯
金口座がない、何らかの事情で口座が使
えないなどの場合は、事前に協会けんぽ
に相談
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傷病の原因が第三者行為（交通事故やケ
ンカ等）による場合は、「第三者行為災
害による傷病届」を添付

記入漏れに注意

経理担当事務、自動車組立、プログラ
マーなど 具体的に記入
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申請に対応する年月を必ず記入
※出勤した日がなくても、年月だけは必
ず記入

勤務状況について、出勤した日付を
「〇」で囲む。所定労働時間の一部労務
に服した日も同様
※有給休暇や公休日の記入は不要
※待期完成の初日にあたる日を早退した
場合、「早」で表示

出勤していない日に対して、報酬等を支
給した日がある場合には、支給した日と
金額を記入
※こちらに記載した金額内容は減額対象
となります。
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※出勤した日があれば、〇で囲む

※出勤した日がなければ、年月のみ記入
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申請期間が３ヶ月を超える場合は複数作成
する

複数作成の場合、事業所所在地や証明日な
どの記入漏れに注意。すべてに記入するこ
と。

証明日は申請期間経過後の日付を記入
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例：１２月５日から１２月８日 有給休暇（１０，０００円/日）
１２月１日から１２月３１日の１か月分の通勤手当を満額支給
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療養担当者記入用の４枚目については、す
べて、療養担当者に記入してもらうこと

証明日は、⑮の労務不能と認めた期間以降
の日付であること
この場合、令和６年１２月３１日以降
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資格喪失後の支給

以下を満たせば資格喪失後も支給されます。

①退職日までに、１年以上継続して健康保険の被保険者であること
②退職日の前日までに待期期間が完成しており、退職日も休んでいること
③資格喪失後も継続して同一の傷病で働けないこと
※喪失後は、断続しての受給はできない
※失業保険を受けていないこと
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離職されたみなさまへ抜粋

雇用保険の失業給
付：労働の意思・
能力を有すること
が要件
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①退職日までに、１年以上継続して健康
保険の被保険者であること
• 保険者が違ってもOK！（協会けんぽ、健保組合）
• ※任意継続、国民健康保険、被扶養者期間は含まず
• １日でもブランクがあったらNG！
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②退職日の前日までに待期期間が完成し
ており、退職日も休んでいること

【支給されるケース】
待機完成 退職日

出勤 休み 休み 休み 休み

待機完成 退職日
出勤 休み 休み 休み 出勤 休み

【支給されないケース】
待機完成 退職日

出勤 休み 休み 休み 出勤

待機完成 退職日
出勤 休み 休み 休み 休み 出勤

退職日の出勤はNG
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参考：第三者行為による傷病届

※交通事故の場合は、「交通事故証
明書」を必ず添付
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問③ 申請書を作成してみよう

 被保険者：協会次郎（キョウカイジロウ）

 生年月日：平成７年３月１２日

 記号：２１７０００２３ 番号：２１

 郵便番号：３３０－００６３

 住所：埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－１

 電話番号：０４８－８２６－４８６４

 本人名義口座：社労士銀行 社労士支店 口座番号１２３４５６７

 申請期間：令和７年１１月１４日から令和７年１２月３１日

 被保険者の仕事内容：営業事務

 傷病名：療養担当者記入欄による傷病による申請

 発症・負傷年月日：令和７年１１月１３日

 傷病の原因：仕事以外の傷病

 第三者行為災害：該当しない

 申請期間に報酬を受けていない

 同一傷病で、障害年金又は障害手当金を受給していない

 退職後の申請ではない

 別傷病での労災保険休業補償給付は受給していない

 申請期間に出勤していない

 １１月の通勤手当１０，０００円/月とリーダー手当５，０００円/月
は減額されない

 事業主所在地：埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２

 事業所名称：株式会社けんぽ

 事業主氏名：健保三郎

 電話番号：048-826-4866
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問③ 答え
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高額療養費制度
１か月（１日から月末まで）にかかった医療費が自己負担限度額を超えた場合に超えた額が払戻

される制度

月単位で申請が必要

例えば、１月１０日から２月１０日まで診療を受けた場合、１月１０日～１月３１日と２月１日～
２月１０日までで自己負担額をそれぞれ分けて申請。

審査完了までに３か月以上かかる

あらかじめマイナ保険証や限度額適用認定証を利用して、医療機関窓口での支払いを自己負担限度
額までとする方法もある

差額ベッド代などの保険外負担や入院時の食事負担額等は対象外
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窓口支払をあらかじめ自己負担限度額ま
でにする方法
マイナ保険証の利用
オンライン資格確認を導入している医療機関で、限度額情報の表示に同意する

限度額適用認定証の利用
事前に協会けんぽに申請し交付を受ける必要がある
発行までの目安は１週間程度
有効期限は、申請月の初日から1年間

注）同月に入院や外来など複数の受診がある場合は高額療養費制度の申請が必要となることがある
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高額療養費： 70歳未満の方

※１総医療費とは保険適用される診察費用の総額（１０割）
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高額療養費： 70歳以上75歳未満の方

※１総医療費とは保険適用される診察費用の総額（１０割）
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計算してみよう
Ｑ．３０歳会社員 標準報酬月額２８万円 １か月にかかった医療費１００万円 窓口負担３割で３０万円を支払った

７０歳未満 区分ウ

自己負担限度額：８０，１００円＋（１００万ー２６７，０００円）×１％＝８７，４３０円

１００万ー２６７，０００円＝７３３，０００円
７３３，０００円×１％＝７，３３０円
８０，１００円＋７，３３０円＝８７，４３０円

払い戻される額：３００，０００円ー８７，４３０円＝２１２，５７０円

マイナ保険証など
を利用すればあら
かじめ自己負担額
となる
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問④ 計算してみよう

Ｑ．５０歳会社員
標準報酬月額４７万円
窓口負担３割で１５万円を支払った
１か月にかかった医療費５０万円
※自己負担１５万／３×１０＝５０万

自己負担限度額と還付額は？

37



問④ 答え
７０歳未満 区分ウ

自己負担限度額：８０，１００円＋（５００，０００円ー２６７，０００円）×１％＝８２，４３０円

１００万ー２６７，０００円＝７３３，０００円
７３３，０００円×１％＝７，３３０円
８０，１００円＋７，３３０円＝８７，４３０円

払い戻される額：１５０，０００ー８２，４３０円＝６７，５７０円

38



世帯合算
同じ月に同一世帯で医療費を合算できる

７０歳未満：次の計算方法で、自己負担額が２１，０００円以上のもの
①１か月単位で計算
②受診者ごとに計算
③医療機関ごとに計算

医科歯科ごと
入院通院ごと
外来と「院外処方」は合算して計算

70～74歳の方はすべての医療費を合算できる
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問⑤ 払戻額を算出しよう

被保険者38歳
所得区分ウ

A病院 入院
自己負担３割60,000円

被扶養者35歳
B病院 通院

自己負担３割36,000円
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問⑤ 答え

被保険者38歳
所得区分ウ

A病院 入院
自己負担３割60,000円

被扶養者35歳
B病院 通院

自己負担３割36,000円

自己負担総額＝６０，０００円＋３６，０００円＝９６，０００円
※自己負担額２１，０００円以上のもの

総医療費＝９６，０００円／３×１０＝３２０，０００円

自己負担限度額
８０，１００円＋（３２０，０００ー２６７，０００）×１％＝８０，６３０円
９６，０００円ー８０，６３０円＝１５，３７０円
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問⑥ 払戻額を算出しよう

被扶養者35歳
所得区分ウ

B病院 入院
自己負担３割72,000円

被扶養者71歳
C病院 通院

自己負担２割8,000円

被扶養者71歳
C病院 通院

自己負担２割6,000円
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問⑥ 答え

被扶養者35歳
所得区分ウ

B病院 入院
自己負担３割72,000円

被扶養者71歳
C病院 通院

自己負担２割8,000円

被扶養者71歳
C病院 通院

自己負担２割6,000円

自己負担総額＝７２，０００円＋８，０００円＋６，０００円＝８６，０００円
※自己負担額２１，０００円以上のも。ただし７０歳～７４歳はすべて合算対象

総医療費＝７２，０００円／３×１０＝２４０，０００円
１４，０００円／２×１０＝ ７０，０００円

自己負担限度額
８０，１００円＋（３１０，０００円ー２６７，０００円）×１％＝８０，５３０円
８６，０００円ー８０，５３０円＝５，４７０円

被保険者38歳 所得区分ウ
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会社に送付するなど、自宅以外に送付す
る場合に記入

氏名：社労士名
被保険者との関係：社会保険労務士
電話番号：連絡先
申請代行理由：顧問先からの依頼

44
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月単位で、Ｐ１、Ｐ２とも作成する

受診者ごとに、医療機関、薬局別
に記入。４か所以上になる場合は、続紙
としてＰ２を作成すればＯＫ

診療年月以前１年間に、高額療養費に該
当する月が３か月以上ある場合、診療年
月以外の直近３か月分の診療年月を記入
※医療機関を受診した月以前１年間（１
２か月）に、同一世帯で３か月以上の 高
額療養費の支給を受けた場合、４か月目
から自己負担限度額が軽減される
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問⑦ 申請書を作成してみよう

 被保険者：協会次郎（キョウカイジロウ）

 生年月日：平成７年３月１２日

 記号：２１７０００２３ 番号：２１

 郵便番号：３３０－００６３

 住所：埼玉県さいたま市浦和区高砂１－１－１

 電話番号：０４８－８２６－４８６４

 本人名義口座：社労士銀行 社労士支店 口座番号１２３４５６７

 受診者：協会風花

 入院先：医療法人けんぽ会けんぽ総合病院

埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２

 支払額：２６７，０００円（うち差額ベッド代５５，０００、食事療養費６，５００円）

 けんぽ総合病院住所：入院期間：令和７年１２月１日から令和７年１２月１５日

 入院理由：病気

 診療年月以前１年間に高額療養費に該当する月はなし

 非課税等には該当しない
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問
⑦

答
え
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療養費
やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることが

できず、自費で受診したときなど特別 な場合には療養費が支給
される

例えば

• 事業主が資格取得届の手続き中のため、保険診療が受けられなかったとき（立替）・・・①

• 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき（治療用装具）・・・②

• 海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合

①と②で、申請書式が異なるので注意
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受診者が被保険者なら１、被扶
養者なら２

発症又は負傷年月日が不明の場
合：令和６年４月頃に発症又は
負傷⇒０６０４００
令和６年ころに発症又は負傷し
た場合⇒０６００００

自費で診療を受けた期間もしく
は入院時に支払った食事療養費
の期間のはじめと終わりの日

領収書に記載されている金額

理由を選択
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受診者が被保険者なら１、被扶
養者なら２

発症又は負傷年月日が不明の場
合：令和６年４月頃に発症又は
負傷⇒０６０４００
令和６年ころに発症又は負傷し
た場合⇒０６００００

治療用装具等の装着について指
示を受けた日
領収書に記載されている日付と
金額

治療用装具を装着した日
※「弾性着衣」および「小児弱
視等にかかる眼鏡等」の場合は、
記入不要
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添付書類ご参考 一部抜粋
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埋葬料
本人や家族がなくなった場合に支給されるもの

埋葬料・・・亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う人に「埋葬料」と
して5万円

埋葬費・・・埋葬料を受けられる人がいない場合、実際に埋葬を行った人に、埋葬料（5万
円）の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給される

家族埋葬料・・・被扶養者が亡くなったとき、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支
給される。

※生計を維持されていた人とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている人であって、民法上の親族や遺族であることは問われない。また、
被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われない。

※実際に埋葬に要した費用とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となる
55



死亡者が被保険者なら１、被扶養者なら２

埋葬費の請求の場合記入
領収書、埋葬に要した費用の明細書を添付

被保険者がなくなり扶養者が申請する場合、
被扶養者が亡くなり被保険者が申請する場
合は、事業主の証明を受ければ添付書類不
要。証明を受けられない場合は、死亡診断
書のコピーなどを添付
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問⑧ 申請書を作成してみよう

 被保険者：協会太郎（キョウカイジロウ）

 生年月日：昭和４０年９月５日

 記号：２１７０００２３ 番号：１０

 郵便番号：１０３－００２１

 住所：東京都中央区日本橋本石町３－２－１２

 電話番号： ０３－６２２５－４８６４

 本人名義口座：社労士銀行 社労士支店 口座番号１２３４５６７

 死亡者：協会保子（キョウカイヤスコ）

 被保険者との続柄：母（被扶養者）

 死亡者生年月日：昭和１５年８月７日

 死亡日：令和７年１２月１０日

 死亡原因：私傷病、第三者行為ではない

 同一の死亡で他の健保組合などから埋葬料を受給していない
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問
⑧

答
え
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出産・育児関係の手続き

59

【STEP 0】妊娠判明～産休前（準備）

［妊娠判明］

① 本人 → 会社へ報告

② 本人→会社へ「産前産後休業届」を提出

※任意。産前産後休業開始日の確認

・手続きなど

住民税／通勤定期の取扱い確認

普通徴収へ切替なら、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を各市区町村へ提出



参考

川越市HPより60



出産・育児関係の手続き
• 【STEP 2】出産・出生後～

① 本人→会社へ出生の届出（任意様式）

② 本人→会社へ「育児休業申出書」 提出・・・社内様式例P69-70

③ 会社→本人へ「育児休業取扱通知書」 交付・・・社内様式例P71

・手続きなど

① 「健康保険 被扶養者異動届」 提出

② 「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」 提出・・・社会保険料免除

※健康保険出産育児一時金は原則：直接支払制度

61



出産・育児関係の手続き
• 【STEP３】育児休業開始～

・手続きなど

① 「健康保険 出産手当金 支給申請書」提出

② 「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」提出…社会保険料免除

③ 「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」提出

④ 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」提出

• 【STEP４】育児休業中～

手続など

① 2か月ごと 育児休業給付金申請

② 延⾧に関するアナウンス
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出産・育児関係の手続き
・【STEP５】育児休業延⾧前～１歳又は１歳６か月時点

本人→会社へ「育児休業申出書（１歳を超える育児休業）」提出

会社→本人へ「育児休業取扱い通知書」交付

手続きなど

① 育児休業給付金 延⾧申請

② 「育児休業等取得者申出書 延⾧届」提出・・・社会保険料免除
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出産・育児関係の手続き
・【STEP６】復職前～復職後

本人と会社 復職日の決定

本人→会社へ 育児時短就業申出書・・・社内様式例P79

会社→本人へ 取扱通知書の交付・・・社内様式例P81

手続など

① 特別徴収への切替「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を各市区町村へ提出

② 「健康保険 厚生年金保険 育児休業取得者終了届」提出※必要な場合

③ 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出※希望がある場合

④ 「健康保険 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」提出※該当の場合
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養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
※厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書

子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、その子
どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組み

従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開
始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前１年以内の直近
の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされる。その月前
1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられない。

対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある
月の前月まで。

申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措
置が認められる。
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67

※協会けんぽ加入前提で作成しています。
年月日 チェック 内容 提出先 備考 年齢目安

□
個別周知※育児休業等の制度に関すること、育児休業等の申出
先、給付金について、社会保険料免除について

妊娠報告後、早めに
本人又は配偶者の妊娠・出産等を
労働者が申し出た場合

□
個別の意向聴取※ 始業および終業の時刻、勤務地（就業の場
所）、 両立支援制度等の利用期間、仕事と育児の両立に資する
就業の条件（業務量、労働条件の見直し等）

妊娠報告後、早めに
本人又は配偶者の妊娠・出産等を
申し出た時と、労働者の子が３歳
になるまでの適切な時期

□ 産前産後休業申請書（社内様式） 本人→会社 産休に入る前※必須ではない
□ 住民税徴収方法の確認 会社→市区町村 産休に入る前
□ 定期代の精算 産休に入る前
□ 出産手当金支給申請書　用紙配布 会社→本人 産休に入る前
□ 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書 会社→本人 給付金申請時使用
□ 出生時育児休業（産後パパ育休）の申出（社内様式） 本人→会社 原則、休業開始２週間前まで 労使協定を締結している場合は最大１か月前

□ 休業取扱通知書（社内様式） 会社→本人 速やかに
□ 被扶養者異動届 年金事務所 出産後※該当者
□ 出産手当金支給申請書（会社証明欄部分を除いた書類） 本人→会社 出産後
□ 育児休業申請書（社内様式） 本人→会社 休業開始１か月前まで
□ 休業取扱通知書（社内様式） 会社→本人 速やかに
□ 母子手帳コピー 本人→会社 給付金申請時使用
□ 育児休業給付振込先通帳コピー 本人→会社 給付金申請時使用 公金受取口座希望が確認出来れば不要

□ 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書 本人→会社 給付金申請時使用
□ 出産手当金支給申請書 協会けんぽ 産後56日経過後
□ 育児休業取得者申出書 年金事務所 育児休業開始後
□ 休業開始時賃金月額証明書 ハローワーク 育児休業開始後

□
育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金/出生後
休業支援給付金支給申請書

ハローワーク 育児休業開始後

□ 以降、育児休業給付金支給申請書 ハローワーク 2か月毎 延⾧時は延⾧申請含む
□ 復職又は延⾧の確認 本人→会社 延⾧する場合 延⾧については早めにアナウンス

□ ※入所申込書、保育所不承諾通、延⾧事由認定申告書
□ 育児休業申請書（延⾧）（社内様式） 本人→会社 延⾧する場合２週間前 ０歳１１か月
□ 休業取扱通知書（延⾧）（社内様式） 会社→本人 速やかに ０歳１１か月
□ 育児休業取得者申出書（1歳以降分） 会社→年金事務所 延⾧する場合 １歳以降
□ 復職又は延⾧の確認（保育所不承諾通知等） 本人→会社 延⾧する場合 延⾧については早めにアナウンス
□ ※入所申込書、保育所不承諾通、延⾧事由認定申告書
□ 育児休業申請書（延⾧）（社内様式） 本人→会社 延⾧する場合２週間前 １歳５か月
□ 休業取扱通知書（延⾧）（社内様式） 会社→本人 速やかに １歳５か月
□ 育児休業取得者申出書（１歳６か月以降分） 会社→年金事務所 延⾧する場合 １歳６か月以降
□ 養育期間標準標準報酬月額特例申出書 会社→年金事務所
□ 育児休業終了時改定 会社→年金事務所 該当する場合 復帰４か月

※早めに育児休業を終了する場合別途届出が必要
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参考
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出産・育児休業に関する社会保険の手続き

• 出産一時金
• 出産手当金
• 産前産後休業取得者申出書
• 育児休業取得者申出書
• 育児休業終了時報酬月額変更届
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出産一時金

出産育児一時金とは・・・被保険者及びその被扶養者が出産し
た時に支給されるもの。支給額は一児につき５０万円（産科医
療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または
妊娠週数２２週未満の出産の場合は４８．８万円）
多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給される

※産科医療保障制度とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をした
とき、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもと家族の経済的負担
を補償するもの。

※直接支払制度：協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み

※受取代理制度： 出産育児一時金等支給申請書（受取代理用） により協会けんぽへ事前申請
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出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、その間の給与を受けられ

ないときに支給される。

妊娠４か月（８５日）以上の出産であれば、早産・死産（流
産）・人工妊娠中絶も含まれる。

期間は、出産日（出産が予定日より後になった場合は、出産予
定日）以前４２日（多胎妊娠の場合は９８日）から出産日の翌
日以降５６日までの範囲内。

受給額は、傷病手当金の計算と同じ。出産手当金の申請期間の
初日の属する月までの１２ヵ月間に、勤務先が変更した場合等
で健康保険の記号番号が変更した場合、または退職後に任意継
続被保険者になった場合健康保険加入状況等申告書を提出する
のも同じ。

参考：健康保険加入状況等申告書
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出産予定日より遅れて出産した場合
出産予定日前４２日＋出産予定日から遅れた出産日までの日数＋産後５６日が支給される。
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出産のため労務に服さなかった期間を記入

出産ごの申請の場合は、出産予定日と出産
日の両方記入

医師又は助産師の証明欄
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被保険者氏名の記入漏れ注意！

出勤した日を〇で表示。傷病手当金と同じ。

出勤していない日に対して、報酬等を支給
した日がある場合には、支給した日と金額
を記入。傷病手当金と同じ。

産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能。
事業主証明欄はその都度証明が必要。
医師又は助産師の証明欄は、１回目の申請が出産後で、証明に
より出産日等が確認できれば、２回目以降の申請書への証明は
省略可。
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問⑨ 申請書を作成してみよう

 被保険者：埼玉美香（サイタマミカ）

 生年月日：平成９年４月２日

 記号・番号：２１７００００２３・３０

 養育する子の名前等：埼玉悠人（サイタマハルト）、実子、令和７年１１月１日生まれ

 育児休業開始年月日：令和７年１２月２８日

 住所：〒101-0062東京都千代田区神田駿河台４丁目６

 電話番号：03-5289-0751

 給付金の振込先は、公金受取口座を希望

 出産予定日：令和７年１１月１日

 出産のため休んだ期間：令和７年９月２１日～令和７年１２月２７日

 出産のため休んだ期間に賃金支払いなし

 出産後の申請
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出産手当金支給申請書

 事業主所在地：〒330-8686 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２

 事業所名称：株式会社けんぽ

 事業主氏名：健保三郎

 電話番号：048-826-4866

 事業所整理記号：００ーアイウ

 証明日：令和８年１月１５日
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問⑨ 答え
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産前産後休業期間中の社会保険料免除
⇒産前産後休業取得者申出書
産前産後休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が、被保険者・事業主負担分とも免除される。
産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問わない。
事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業中の保険料免除を受けられる。
産前産後休業期間中とは：出産の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日）以前４２

日（多胎妊娠の場合は９８日）から出産の日後５６日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に
従事しなかった期間

出産とは、妊娠８５日（４カ月）以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む。

申出書の提出は、産前産後休業をしている間または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内
の期間中に提出しなければならない。

保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月（産前産後
休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月）まで。

免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱
われる。
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実際の出産年月日、ま
たは変更後の出産予定
年月日を記入してくだ
さい

変更の有無にかかわら
ず記入

実際の出産年月日が出産予定年月日より前だった場合、
出産年月日を基準として、産前42日（多胎は98日）の範
囲内で 休業を開始した日付に変更してください。 実際
の出産年月日が出産予定年月日より後だった場合は、当
初の開始予定年月日をそのまま記入してください。

実際の出産年月日の翌日以
降56日以内の日付に変更し
てください

ご参考：出産前に届け出し、予定日が変
更になった場合
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育児休業期間中の社会保険料免除
⇒育児休業取得者申出書
育児休業期間中の、健康保険・厚生年金保険の保険料が、被保険者・事業主負担分とも免除される。

① 申出書の提出は、育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して１カ月以内の期間中に行
う。

② 免除期間は、原則として、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月
の前月までの期間まで。

免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われる。
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A その月の末日が育児休業期間中である場合

B 同月内で開始と終了がある場合、その日数が１４日以上の場合

A

B

支給月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等
を取得した場合に、賞与にかかる保険料が免除

賞与の場合

「1 月超」の考え方（賞与保険料の免除要件）

開始 １か月満了日 １か月超

2月1日 2月28日 3月1日

3月10日 3月11日

応当日前日で１か月 応当日がある

1月29日 2月28日 3月1日

1月30日

1月31日

2月11日

応当日がない場合、そ

の月の末日で１か月
応当日がない

開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14
日以上育児休業 等を取得した場合は免除・・・B

賞与については、賞与支払月の末日を含んだ連続した１か月を超える育児休業等を取得した場合、（期
間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料が）免除される

原則、就業日は除かれる
（ただし、一時的・臨時的

な場合は除外しない）
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問⑩ 申請書を作成してみよう

 被保険者：埼玉美香（サイタマミカ）

 生年月日：平成９年４月２日

 整理番号：３０

 基礎年金番号：１１１１－１１１１１１

 養育する子の名前等：埼玉悠人（サイタマハルト）、実子、令和７年１１月１日生まれ

 育児休業開始年月日：令和７年１２月２８日

 事業主所在地：〒330-8686 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２

 事業所名称：株式会社けんぽ

 事業主氏名：健保三郎

 電話番号：048-826-4866

 事業所整理記号：００ーアイウ

⑫欄以降該当なし
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育児休業終了時報酬月額変更届
育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、次の要件を満たす場合、育児休業終了

日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定
することができる。

ア．これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。

イ．育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が
17日（特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日）以上であること。

※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月分の報酬の平均額に基づき算出する。ただし、支払基礎日数が17
日未満の月は除く。

※短時間就労者（パート）に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日
未満の月の報酬月額の平均によって算定する。（パートとは、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3
以上の短時間就労者）
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問⑪ 申請書を作成してみよう

 被保険者：埼玉美香（サイタマミカ）

 生年月日：平成９年４月２日

 整理番号：３０

 基礎年金番号：１１１１－１１１１１１

 養育する子の名前等：埼玉悠人（サイタマハルト）、実子、令和７年１１月１日生まれ

 育児休業開始年月日：令和７年１２月２８日

 住所：東京都千代田区神田駿河台４丁目６

 電話番号：03-5289-0751

 事業主所在地：〒330-8686 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２

 事業所名称：株式会社けんぽ

 事業主氏名：健保三郎

 電話番号：048-826-4866

 事業所整理記号：００ーアイウ

 受けた報酬と基礎日数：

１０月０円（０日）１１月255,000 １２月275,000 月給者で欠勤なし

 従前標準報酬月額：２８万

 給与締め日、支払日：末締め２５日払

 育児休業終了日令和８年１０月３１日

 育児休業を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始していない
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問⑫ 申請書を作成してみよう

 被保険者：埼玉美香（サイタマミカ）

 雇用保険被保険者番号：1234-999999-9

 資格取得年月日：令和３年４月１日

 出産年月日：令和７年１１月１日

 出産予定年月日：令和７年１１月１日

 育児休業開始年月日：令和７年１２月２８日

 住所：〒101-0062東京都千代田区神田駿河台４丁目６

 電話番号：03-5289-0751

 給付金の振込先は、公金受取口座を希望

 配偶者は自営業者

 受給資格確認と同時に初回の育児休業給付の申請を行う

 支給単位期間：

①令和７年１２月２８日～令和８年１月２７日

①令和８年１月２８日～令和８年２月２７日

いずれも、労働なし、賃金支払いなし

 事業主所在地：〒330-8686 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２

 事業所名称：株式会社けんぽ

 事業主氏名：健保三郎

 電話番号：048-826-4866

 事業所番号：９９９９－９９９９９９－９

 証明日：令和８年３月１５日

 申請日：令和８年３月１５日
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育児休業給付金受給資格確認票・（初回）育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
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誕生日 育休開始日 180日目 181日目
１歳に達す

る日
1歳６か月に
達する日

２歳に達す
る日

出生後休業
支援助成金

日 支給額 0

2025/11/1 2025/12/28 2026/6/26 2026/6/27 2026/10/31 2027/4/30 2027/10/31 ※最大28日 休業開始時賃金日額×休業日数×13％
R7.11.1 R7.12.28 R8.6.26 R8.6.27 R8.10.31 R9.4.30 R9.10.31 ※配偶者も育児休業を取得している場合など要件を満たした場合休業開始時賃金日額×休業日数×13％

６か月平均
266,040 8,868.00 8,868.00

100% 8,868.00 100% 8,868.00 小終点以下切り捨て
67% 5,941.56 50% 4,434.00

178,246.80 133,020.00

月額 178,246.00 133,020.00

上限注意! ※323811 ※241650

育児休業給付申請管理表と受給額目安【所内用】
株式会社けんぽ 埼玉 美香 様 180日 延⾧の場合はここで終了

延⾧確認 延⾧申請 １歳
R7.12.28 R8.1.27 R8.1.28 R8.2.27 R8.2.28 R8.3.27 R8.3.28 R8.4.27 R8.4.28 R8.5.27 R8.5.28 R8.6.27 R8.6.28 R8.7.27 R8.7.28 R8.8.27 R8.8.28 R8.9.27 R8.9.28 R8.10.27 R8.10.28 R8.10.30

延⾧の場合はここで終了
延⾧確認 延⾧申請 1歳６か月

R8.10.28 R8.11.27 R8.11.28 R8.12.27 R8.12.28 R9.1.27 R9.1.28 R9.2.27 R9.2.28 R9.3.27 R9.3.28 R9.4.27 R9.4.28 R9.4.29 ★★メモ★★

２歳
R9.4.28 R9.5.27 R9.5.28 R9.6.27 R9.6.28 R9.7.27 R9.7.28 R9.8.27 R9.8.28 R9.9.27 R9.9.28 R9.10.27 R9.10.28 R9.10.30

１歳まで １歳半まで ２歳まで
1,614,858 2,408,544 3,211,098

申請日申請日 結果処理日 申請日 結果処理日 申請日 結果処理日

申請時期目安 申請時期目安 申請時期目安
2027年7月 2027年9月 2027年11月

申請期間
R9.6.28 R9.8.31 R9.8.28 R9.10.31 R9.10.28 R9.12.31

266,040 266,040 266,040
申請期間 申請期間 申請期間

30 3
133,020 133,020 133,020 133,020 133,020 133,020 13,302

１回目 2 ３回目 ４回目
30 30 30 30 30

申請日申請日 結果処理日 申請日 結果処理日 申請日 結果処理日

申請時期目安 申請時期目安 申請時期目安
2027年1月 2027年3月 2027年5月

申請期間
R8.12.28 R9.2.28 R9.2.28 R9.4.30 R9.4.28 R9.6.30

266,040 266,040 266,040
申請期間 申請期間 申請期間

2
133,020 133,020 133,020 133,020 133,020 133,020 8,868

１回目 ２回目 ３回目 ４回目
30 30 30 30 30 30

申請日 結果処理日 申請日 結果処理日 申請日申請日 結果処理日 申請日 結果処理日 申請日 結果処理日

2026年3月 2026年5月 2026年7月 2026年9月 2026年11月

R8.12.31
申請時期目安 申請時期目安 申請時期目安 申請時期目安 申請時期目安

申請期間
R8.2.28 R8.4.30 R8.4.28 R8.6.30 R8.6.28 R8.8.31 R8.8.28 R8.10.31 R8.10.28

356,492 356,492 356,492 266,040 266,040
申請期間 申請期間 申請期間 申請期間 申請期間

178,246 133,020 133,020 133,020 133,020 13,302
30 30 30 30 3

178,246 178,246 178,246 178,246 178,246
30 30 30 30 30 30

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目



１歳延⾧時に有効な入所保留通知等の発行日

１歳に達する
日

１歳に達する日の
翌日（この時点で
保育が実施されな
いことがわかるこ

と

１歳に達する日の
翌日の２か月前以
降に発行されてい

ること

R8.10.31 R8.11.1 R8.9.1

１歳６か月延⾧時に有効な入所保留通知等の発行日

１歳６か月に
達する日

１歳６か月に達す
る日の翌日（この
時点で保育が実施
されないことがわ

かること

１歳に達する日の
翌日の２か月前以
降に発行されてい

ること

R9.4.30 R9.5.1 R9.3.1

R8.9.1 より前に発行されて
いる場合は、保留の有効期
限に子が１歳に達する日の
翌日が含まれている＆新た
に交付されない場合は確認
書類として使用できる

R9.3.1 より前に発行されて
いる場合は、保留の有効期
限に子が１歳６か月に達す
る日の翌日が含まれている
＆新たに交付されない場合
は確認書類として使用でき
る
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誕生日 育児時短開始日 180日目 181日目 １歳に達する日
1歳６か月に達す
る日

２歳に達する日

2024/1/23 2026/4/2 2026/9/29 2026/9/30 2025/1/22 2025/7/22 2026/1/22
R6.1.23 R7.4.2 R7.9.29 R7.9.30 R7.1.22 R7.7.22 R8.1.22

給付金支給日 R8.1.21

育児時短就業休業給付申請管理表　２歳未満の子を時短で養育する場合
株式会社〇〇 〇〇　〇〇 様

注意事項
□定期代まとめて支払われているので申請時必ず確認

令和07年4月 令和07年5月 令和07年6月 令和07年7月 令和07年8月 令和07年9月 令和07年10月 令和07年11月 令和07年12月 令和08年1月 令和08年2月 令和08年3月 令和08年4月
7回目
申請期間

R7.6.1 R7.7.31 R7.8.1 R7.9.30 R7.10.1 R7.11.30 R7.12.1 R8.1.31 R8.2.1 R8.3.31 R8.4.1 R8.5.31
申請時期目安
1900年1月

定期代　R7.6月
～10月12,503
円　11月
12,505円

１２月支給時
は、定期代が３か
月分なので注
意!!通勤手当
を一回控除

39600÷3＝
13,200円を12
月１月２月の各
月に加算

申請日 結果処理日 申請日 結果処理日 申請日 結果処理日 申請日 結果処理日 申請日 結果処理日 申請日 結果処理日 申請日/処理日
2025/7/16 2025/11/20 2025/12/12 2026/1/5

2025年6月 2025年8月 2025年10月 2025年12月 2026年2月 2026年4月
申請時期目安 申請時期目安 申請時期目安 申請時期目安 申請時期目安 申請時期目安

申請期間 申請期間 申請期間 申請期間 申請期間 申請期間
１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目



産前産後休業期間などの確認
働く女性の心とからだの応援サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

新潟ハローワーク
雇用保険関係書類記入例作成お役立ちツール
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/newpage_01284.html

育児・介護休業等に関する規則の規定例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

厚生労働省 育児休業制度 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/

今回の資料は、日本年金機構のHPや関連資料、厚生労働省HPや関連HPの情報をもとに作成しています
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